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北 区 育 児 休 業 代 替 任 期 付 職 員 及 び 臨 時 的 任 用 職 員  
採 用 選 考 案 内              
 
 この選考は、北区で採用する事務（職種）の臨時的任用職員及び育児休業代替任期付職員の採用候
補者を決定するために実施するものです。代替する職員の育児休業取得期間中は「育児休業代替任期
付職員」、育児休業以外の妊娠出産休暇等の取得期間中は「臨時的任用職員」として採用します。 
 なお、いずれも勤務条件については、任期が定められていること以外は、原則として、任期の定め
のない常勤職員と同様です。 
 
■ 育児休業代替任期付職員とは 
 
 
 
 
 
■ 臨時的任用職員とは 
 
 

 
 
  １ 採用予定数・勤務場所等                      
 

職種 採用区分 採用予定数 主な勤務場所 
事務 Ⅲ類 １５名程度 区役所等 ※ 

※ 敷地内禁煙（区役所第一庁舎屋外に特定屋外喫煙場所設置） 
 
  ２ 受験資格                       
 
 日本国 籍を有 し、平 成２０ 年４月 １日ま でに生 まれた 方（令 和８年 ４月１ 日現
在 で１８ 歳以上 である こと） 
 
※ 現に北区の常勤職員である方（育児休業代替任期付職員、臨時的任用職員、教育公務員は除く）は

受験できません。 
※ 地方公務員法第１６条の各号のいずれかに該当する方（最終ページ参照）は受験できません。 
 
  ３ 採用予定日 
 
 令和８ 年４月 １日 
 
※  合 格 者 は 採 用 候 補 者 と な り 、職 員 の 育 児 休 業 の 取 得 状 況 に 応 じ て 採 用 し ま す 。た だ し 、

職 員 の 育 児 休 業 取 得 状 況 に よ っ て は 採 用 さ れ な い 場 合 が あ り ま す 。   

 「地方公務員法」第２２条の３第１項に基づき、常時勤務を要する職に欠員が生じた場合に、あ
らかじめ任期を定めて採用する職員です。 

令和７年度  職種｜事 務  

令和７年１２月２５日 北区職員課 

 「地方公務員の育児休業等に関する法律」第６条第１項の規定に基づき、育児休業を取得する職
員の代替職員として、職員の育児休業の請求期間を限度に、あらかじめ任期を定めて採用する職員
です。 
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  ４ 任期 
 

育 児休業 
代 替任期 付 

職 員 

お おむね ６か月 以上３ 年未満 
※  職 員 の 育 児 休 業 請 求 期 間 に 応 じ 、 採 用 時 に 決 定 し ま す 。  

臨 時的任 用 
職 員 

６ か月以 内 
※  職 員 の 休 暇 等 取 得 期 間 に 応 じ 、 採 用 時 に 決 定 し ま す 。  
※  上 記 か ら ６ か 月 を 超 え な い 範 囲 で １ 回 に 限 り 更 新 す る 場 合 が あ り
ま す 。  

 
  ５ 選考方法等 
 

作 文 
課 題式に より４ ００字 以内（ 申込時 に実施 ） 
※  申 込 フ ォ ー ム に 直 接 入 力 し て く だ さ い 。  
※  課 題 内 容 は 、 申 込 フ ォ ー ム で ご 確 認 く だ さ い 。  

面 接 個 別面接 
※  面 接 日 程 等 は 、 申 込 者 あ て 個 別 に お 知 ら せ し ま す 。  

合 格発表 面 接後２ 週間後 頃まで に合否 に関わ らず本 人宛通 知しま す。 

 
  ６ 申込手続 
 

申 込方法 
申 込期間 中に 、下 記申 込ＵＲ Ｌ 、また は二 次元コ ードよ り申込
フ ォーム にアク セスし 、画面 の指示 に従っ てすべ ての必 要項目
を 正しく 入力し て、申 し込ん でくだ さい。 

申 込ＵＲ Ｌ 

令 和７年 度北区 臨時的 任用職 員及び 
育 児休業 代替任 期付職 員採用 選考申 込  
（ ＬｏＧ ｏフォ ーム） 
 

https://logoform.jp/f/SfVmc 

申 込期間 令 和７年 １２月 ２５日 （木） 
令 和８年  １月 ２５日 （日） 【期間 内受信 有効】 

 
※  個 人 情 報 の 取 扱 い に つ い て は 、 東 京 都 北 区 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 に 基 づ き 、 適 切

に 管 理 し て い ま す 。 ま た 、 規 定 の 保 存 年 限 経 過 後 に 廃 棄 し ま す 。  
※  申 込 期 間 中 に 正 常 に 受 信 し た も の を 有 効 と し ま す 。 こ の 場 合 、 採 用 選 考 の 申 し 込 み を 受 け 付 け た

旨 の メ ー ル が 自 動 送 信 さ れ ま す の で 、 メ ー ル が 届 か な い 場 合 は 申 込 期 間 中 に 必 ず 下 記 問 い 合 わ せ 先
ま で ご 連 絡 く だ さ い 。  

※  シ ス テ ム 保 守 整 備 の た め 申 込 期 間 中 に シ ス テ ム を 停 止 す る 場 合 や 、 予 期 せ ぬ 機 器 停 止 及 び 通 信 障
害 等 が 起 き た 場 合 の ト ラ ブ ル は 、 責 任 を 負 い ま せ ん 。   

https://logoform.jp/f/SfVmc
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  ７ 勤務条件 
 
 
（１）地方公務員となることの留意点 
   採用されますと地方公務員（北区職員）となるため、任期中は、営利企業等の従事

制限など地方公務員法の服務に関する規定が適用になり、現在、民間企業等に勤務し
ている場合は、退職していただく必要があります。 

 
（２）給与・福利厚生（令和８年４月１日現在） 
 

初 任給 
 

（ 地 域 手 当 含 む ）  

２ ４０， ３６０ 円   
※ 職務経験等がある場合には、一定の基準により初任給へ加算されます。 
※ 昇給は、原則として年１回行われます（育児休業代替任期付職員のみ）。 
※ 採用されるまでに給与改定が行われた場合には、初任給はその額によります。 

その他の手当 条例等の定めるところにより、扶養手当・住居手当・通勤手当・期末手
当・勤勉手当などが支給されます。 

共 済制度 東 京都職 員共済 組合 

互 助制度 特 別区職 員互助 組合、 北区職 員互助 会 

健 康管理 年 １回、 定期健 康診断 を実施 

 
（３）勤務時間等 
 

勤 務時間 原 則とし て、午 前８時 ３０分 から午 後５時 １５分 までの 間にお
い て休憩 時間（ １時間 ）を除 き、１ 日７時 間４５ 分 

休 日 
土 曜日、 日曜日 、国民 の祝日 及び年 末年始 
 
※  配 属 職 場 に よ り 異 な る 場 合 が あ り ま す 。  

有 給休暇 等 

年 次有給 休暇は、年度 ごとに 最大２ ０日付 与され ます（任 期に
よ り付与 日数は 異なり ます） 。その 他に夏 季休暇 ・慶弔 休暇・
妊 娠出産 休暇等 の制度 があり ます。た だし、育児休 業及び 育児
短 時間勤 務は利 用でき ません 。 
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《 参 考 》地方公務員法 第１６条  
 

次 の各号 のいず れかに 該当す る者は 、条例 で定め る場合 を除く ほか 、職
員 となり 、又は 競争試 験若し くは選 考を受 けるこ とがで きない 。 

 
一  拘 禁 刑 以 上 の 刑 に 処 せ ら れ 、 そ の 執 行 を 終 わ る ま で 又 は そ の 執 行 を

受 けるこ とがな くなる までの 者 
 
二  当 該 地 方 公 共 団 体 に お い て 懲 戒 免 職 の 処 分 を 受 け 、 当 該 処 分 の 日 か

ら ２年を 経過し ない者 
 
三  人 事 委 員 会 又 は 公 平 委 員 会 の 委 員 の 職 に あ っ て 、 第 ６ ０ 条 か ら 第 ６

３ 条まで に規定 する罪 を犯し 、刑に 処せら れた者 
 
四  日 本 国 憲 法 施 行 の 日 以 後 に お い て 、 日 本 国 憲 法 又 は そ の 下 に 成 立 し

た 政 府 を 暴 力 で 破 壊 す る こ と を 主 張 す る 政 党 そ の 他 の 団 体 を 結 成 し 、
又 はこれ に加入 した者 

 
 
 

（ 注 ）民 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律（ 平 成 11 年 法 律 第 149 号 ）附 則 第 3 条 第 3 項 の 規
定 に よ り 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る 準 禁 治 産 者 は 受 験 で き ま せ ん 。  

 
 

 

 
 
 
 
 
 お問い合わせ先 

 
北区総務部職員課人事係（第一庁舎３階８番） 

〒１１４−８５０８ 東京都北区王子本町１−１５−２２ 
電話 ０３−３９０８−８０３１（直通） 

（土日・休日を除く午前８時３０分から午後５時まで） 


